
 

令 和 4 年 度  岐 阜 県 下 呂 土 木 事 務 所 凍 結 防 止 剤（ 塩 化 ナ ト リ ウ ム ）の 調 達（ 単 価 契 約 ）

に 関 す る 一 般 競 争 入 札 公 告  

 

  令 和 4 年 度  岐 阜 県 下 呂 土 木 事 務 所 凍 結 防 止 剤（ 塩 化 ナ ト リ ウ ム ）の 調 達（ 単 価 契 約 ）

に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 岐 阜 県 会 計 規 則 （ 昭 和 32 年 岐 阜 県 規 則 第 19 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 127 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

 

 

令 和  4 年 10 月 14 日  

 

                                        岐 阜 県 下 呂 土 木 事 務 所 長  石 井  伸 吾  

 

 

 １  一 般 競 争 入 札 に 付 す る 事 項  

  (1) 調 達 物 品 の 名 称 及 び 数 量  

凍 結 防 止 剤 （ 塩 化 ナ ト リ ウ ム ）    386,000kg（ 予 定 ）  

  (2) 調 達 物 品 の 仕 様 等  

    入 札 説 明 書 及 び 特 記 仕 様 書 に よ る 。  

  (3) 契 約 期 間  

      契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 5 年 3 月 31 日 ま で  

  (4) 納 入 場 所                                    

    入 札 説 明 書 及 び 特 記 仕 様 書 に よ る 。  

 

 ２  入 札 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 事 項  

(1) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 167 条 の 4 の 規 定 に 該 当 し な い

者 で あ る こ と 。  

   (2) 岐 阜 県 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 （ 建 設 工 事 以 外 ） に 登 載 さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

(3) 岐 阜 県 か ら 、 岐 阜 県 製 造 の 請 負 、 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の 契 約 に 係 る 入 札 参 加 資

格 停 止 措 置 要 領 又 は 岐 阜 県 が 行 う 契 約 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 措 置 要 綱 に 基 づ

く 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 を 、 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 期 限 日 か ら 入 札 の 日 ま で

の 期 間 に 受 け て い な い こ と 。 又 は 、 同 要 綱 別 表 に 掲 げ る 措 置 要 件 に 該 当 し な い こ

と 。  

  (4) 県 内 に 本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 を 有 す る こ と 。  

   (5) 調 達 物 品 に 係 る 迅 速 な ア フ タ ー サ ー ビ ス 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

   ア  調 達 物 品 の 備 蓄 体 制 が 整 っ て い る こ と 。  

   イ  物 品 の 納 入 に つ い て は 、 納 入 指 示 か ら 48 時 間 以 内 に 可 能 な こ と 。  

 

 ３  入 札 手 続 等 に 関 す る 事 項  

  (1) 担 当 部 局  

    住  所   〒 509-2592  岐 阜 県 下 呂 市 萩 原 町 羽 根 2605-1 

部  署          岐 阜 県 下 呂 土 木 事 務 所 総 務 課 管 理 調 整 係  

    連 絡 先          0576-52-3111（ 内 線 306）   

  (2) 入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 及 び 交 付 場 所  

   ア  交 付 期 間  

     令 和 4 年 10 月 14 日 （ 金 ） か ら 令 和 4 年 10 月 21 日 （ 金 ） ま で の 毎 日 （ 県 の

機 関 の 休 日 を 除 く 。 ）  午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で  

   イ  交 付 場 所  

     ３ の (1)に 同 じ  

電 子 メ ー ル に よ る 交 付 を 希 望 す る 場 合 は 上 記 ３ の (1)ま で 申 し 出 る こ と 。  

(3) 入 札 参 加 資 格 の 確 認  

     ア  入 札 参 加 希 望 者 は 、下 記 期 限 ま で に 別 に 定 め る 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を ３

の (1)ま で 提 出 し 、 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

     イ  提 出 期 限  令 和 4 年 10 月 25 日 （ 火 ） 午 後 5 時  

     期 限 ま で に 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し な い 者 又 は 入 札 参 加 資 格 が な い

と 認 め ら れ た 者 は 、 入 札 に 参 加 す る こ と が で き な い 。  



   ウ  入 札 参 加 資 格 の 確 認 結 果 は 、 令 和 4 年 10 月 27 日 （ 木 ） ま で に 通 知 す る 。  

  (4) 入 札 の 日 時 及 び 場 所  

    ア  日   時  

           令 和 4 年 11 月  4 日 （ 金 ） 午 前 10 時 00 分  

   イ  場   所    

岐 阜 県 下 呂 市 萩 原 町 羽 根 2605-1 下 呂 総 合 庁 舎 3 階  3-1 会 議 室  

   (5) 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

       入 札 終 了 後 直 ち に ３ の (4)の イ の 場 所 に お い て 行 う 。  

  (6) 契 約 条 項 を 示 す 場 所  

       ３ の (1)に 同 じ  

  (7) 入 札 方 法 等 に 関 す る 事 項  

      ア  入 札 方 法  

         入 札 は 、 本 人 又 は そ の 代 理 人 が 行 う も の と す る 。 た だ し 、 代 理 人 が 入 札 す る

場 合 に は 、 入 札 前 に 委 任 状 を 提 出 す る も の と す る 。  

     ま た 、 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 （ 以 下 「 入 札 書

記 載 金 額 」と い う 。）の 100 分 の 10 に 相 当 す る 金 額 を 加 算 し た 金 額（ 当 該 金 額

に １ 銭 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落

札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る

か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110 分 の 100 に 相

当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

      イ  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

          規 則 第 114 条 に 該 当 す る と き は 、 免 除 す る 。  

      ウ  落 札 者 の 決 定 方 法  

         落 札 者 は 、 規 則 第 111 条 の 規 定 に よ り 定 め た 予 定 価 格 に 110 分 の 100 を 乗 じ

て 得 た 額 の 範 囲 内 で 、 最 低 の 入 札 書 記 載 金 額 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す

る 。  

     な お 、 落 札 者 が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を す る こ と が あ る 。  

   エ  入 札 の 無 効  

         本 公 告 に 示 し た 入 札 に 参 加 す る 資 格 の な い 者 及 び 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 に お

い て 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し た 入 札 並 び に 規 則 第 130 条 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

   オ  入 札 又 は 開 札 の 中 止  

     天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 入 札 又 は 開 札 を 行 う こ と が で き な い と  

    き は 、 こ れ を 中 止 す る 。  

入 札 又 は 開 札 の 中 止 に よ る 損 害 は 、 入 札 者 の 負 担 と す る 。  

 

 ４  そ の 他  

  (1) 入 札 及 び 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

   (2) 契 約 書 作 成 の 要 否  

        要  

  (3) 郵 便 又 は 電 信 に よ る 入 札 は 、 認 め な い 。  

   (4) 談 合 情 報 が あ っ た 場 合 は 、 談 合 の 事 実 の 有 無 に か か わ ら ず 、 そ の す べ て を 公 表  

   す る こ と が あ る 。  

   (5)  談 合 情 報 ど お り の 開 札 結 果 と な っ た 場 合 は 、 談 合 の 事 実 の 有 無 に か か わ ら ず 、  

   契 約 の 締 結 を し な い こ と が あ る 。  

    な お 、 こ の 場 合 は 、 原 則 と し て 改 め て 公 告 を し 、 入 札 を 行 う も の と す る 。  

   (6)  落 札 者 又 は 落 札 者 で あ る 共 同 企 業 体 の 構 成 員 が 、 「 岐 阜 県 が 行 う 契 約 か ら の 暴

力 団 排 除 に 関 す る 措 置 要 綱 」 に 基 づ く 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 を 、 入 札 の 日 か ら 本

契 約 締 結 の 日 ま で の 期 間 内 に 受 け た と き は 、 当 該 落 札 者 と 契 約 を 締 結 し な い も の

と し 、 契 約 後 に 同 要 綱 に 基 づ く 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 を 受 け た 場 合 は 、原 則 、契

約 を 解 除 す る 。  

   (7) 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  


